
【資料５】

「東京都がん対策推進計画（第三次改定）」骨子検討シート【がん医療】　　※特記していない限りは高齢者及び小児・AYA世代を含めた全てのがんに共通の考え方

トピックス これまでの取組み 現状 背景分析 課題 目標 取組の方向性 国第４期計画（本文） 指標（中間アウトカム）
国第４期計画（指標）

（中間アウトカム）

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

①基本的な集学

的治療提供体制

の整備

(イ)小児・AYA

世代のがん

※参考掲載

（AYA世代がん

ワーキンググ

ループにて検討

中）

医療提供体制の充実・強化

・東京都小児・AYA世代がん診療連携協議

会における症例検討会等の取組を通じ、東

京都小児がん診療連携ネットワーク参画病

院の医療提供体制を充実・強化

・ネットワーク内で役割分担及び連携を進

め、生活する地域によらず患者のニーズに

合った医療を受けられるような環境を整備

（小児がん拠点病院の整備に関する指針よ

り）

医療連携体制の強化

・ネットワーク参画病院において、地域の

医療従事者向け研修会を実施

ネットワーク参画病院の周知

・がんポータルサイト上で、診療実績等の

情報を公開

医療連携体制の強化

「がん」と診断されるまでに受診した医療機関数

　３か所　　　31.9%（35.3%）

　 ４か所以上　15.6%（9.4%）

（令和４年度東京都小児がんに関する患者調査）（前回調査は平成

２８年度）

・地域の医療機関において小児がんの疑い

のある患者を適切に発見できていない。

・地域の医療機関からネットワーク参画病

院への紹介まで時間を要している。

・地域の医療機関における東京都小児がん

診療連携ネットワークの認知度に課題が存

在する可能性がある。

地域の医療機関の診断技

術向上を図る必要があ

る。

ネットワーク参画病院と

地域の医療機関との連携

を促進し、速やかに小児

がんの疑いがある患者を

ネットワーク参画病院に

つなげる必要がある。

小児がんの疑いのある患者を

速やかに東京都小児がん診療

連携ネットワーク病院等、小

児がんの医療提供体制の整っ

た病院につなぎ、小児がんの

早期発見・治療が可能とな

る。

・引き続き、東京都小児・AYA世代が

ん診療連携協議会において、症例検討

会や合同の勉強会等を開催。

ネットワーク内での役割分担及び連携

により、患者のニーズに合った医療を

受けることのできる環境を整備

・引き続き、ネットワーク参画病院に

よる地域の医療機関を対象とした研修

実施。

・病院の他、クリニック等にもネット

ワーク参画病院の存在を周知する。

国は、小児がん拠点病院等と、拠

点病院等や地域の医療機関等との

連携を含め、地域の実情に応じた

小児・ＡＹＡ世代のがん医療提供

体制の整備を推進する。また、小

児がん拠点病院連絡協議会におけ

る地域ブロックを超えた連携体制

の整備に向けた議論を推進する。

小児がん拠点病院等は、自施設の

診療実績、診療機能や、他の医療

機関との連携体制等について、患

者やその家族等の目線に立った分

かりやすい情報提供に取り組む。

・「がん」と診断される

までに受診した医療機関

の数

ー

役割分担に関する議論

が行われている都道府

県の数

・医療機関間の連携が必要な高

度な医療等については、役割分

担が整理・明確化され、患者が

必要とする医療に繋がることが

できる。

・全ての拠点病院において、質

の高い集学的治療、緩和ケア及

び相談支援等が提供される。

◆拠点病院等の役割分担の整理と明確

化

・高度な医療の提供、高度な緩和ケア

の提供、希少がん・難治性がんへの対

応、小児がんの長期フォローアップを

行う体制等、都道府県レベルで役割分

担すべき事項については、東京都がん

診療連携協議会と連携し、医療機関間

の役割分担の整理を推進

・整理した役割分担を明確に都民へ周

知することで、高度な医療へのアクセ

スを確保

◆拠点病院等の機能強化、取組水準の

均てん化

・機能強化事業や施設設備整備の支援

を通した、各病院における機能向上の

促進

・東京都がん診療連携協議会と連携

し、東京都全体のがん医療の質を向上

させるための取組を推進

・東京都がん診療連携協議会が実施す

る人材育成の取組等を支援

・がん診療連携拠点病院

等の整備に関する指針３

(2)1のア～ケのうち、役

割分担の整理・明確化を

完了した事項の数

国及び都道府県は、がん医療が高

度化する中で、引き続き質の高い

がん医療を提供するため、地域の

実情に応じ、均てん化を推進する

とともに、持続可能ながん医療の

提供に向け、拠点病院等の役割分

担を踏まえた集約化を推進する。

その際、国は、都道府県がん診療

連携協議会等に対し、好事例の共

有や他の地域や医療機関との比較

が可能となるような検討に必要な

データの提供などの技術的支援を

行う。

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

①基本的な集学

的治療提供体制

の整備

(ア)成人のがん

・拠点病院等の整備

・機能強化のための取組

　（機能強化事業、施設整備）

・院内における多職種連携の推進

　（緩和ケア研修会（多職種））

・医療の質の向上及び均てん化のための取

組（各拠点病院におけるPDCAサイクルを

用いた業務改善の取組、東京都がん診療連

携協議会による相互評価、人材育成）

・国においては、均てん化の観点に加え、地域の実情に応じた拠点

病院間の役割分担と連携に基づく集約化の方向性が示されている。

・拠点病院等の数は一定程度充足。

一方で、拠点病院等に求められている取組の中には、病院間で水準

に差があることも指摘されている。

ー

・持続可能ながん医療の

提供に向け、拠点病院等

の役割分担を踏まえた集

約化を推進する必要があ

る。

・引き続き、医療の質の

向上と、取組水準の均て

ん化を推進する必要があ

る。
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１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

③がんゲノム医

療

・がんゲノム医療の基礎知識や遺伝子検

査、がんゲノム医療の医療における問題及

び課題等について、東京都がんポータルサ

イト上で都民向けに情報発信

・がんゲノム医療提供体制についても、医療機関間の役割分担の明

確化及び連携体制の整備が求められている

・都内においてはがんゲノム医療提供体制の整備が進んでいる

（令和５年４月１日時点）

　がんゲノム医療中核拠点病院：４施設

　がんゲノム医療拠点病院 ：２施設

　がんゲノム医療連携病院 ：21施設

ー

今後は、拠点病院間の役

割分担を都民に周知する

とともに、がんゲノム医

療について、引き続き、

都民に情報提供を行う必

要がある。

患者ががんゲノム医療について

正しい理解を持ち、必要とする

医療に繋がることができる

・都民に対する、がんゲノム医療に係

る分かりやすい情報提供の継続

・医療機関間における役割分担の明確

化（周知の強化）

がんゲノム医療中核拠点病院等を

中心とした医療提供体制の整備等

を引き続き推進

※現在収集している指標

では効果を測定できない

ゲノム情報を活用した

がん医療についてがん

患者が知っていると回

答した割合

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

④支持療法

・薬物療法においては、治療前の薬剤師外

来が進んできており、治療前に薬剤師が副

作用の確認等を実施することで、医師と連

携した対症療法が行われている。また、院

内薬局と院外保険薬局の連携により、副作

用対策を共同管理している。

・大学事業者による、頭頚部がん患者の術

後の整容性と機能障害を抑制するための装

置開発を支援

・現況報告によれば、専門外来については、多くのがん診療連携拠

点病院においてストーマ外来が設置されており、他院の患者の診察

も受け付けている。

≪ストーマ外来の設置状況≫

　・設置あり…がん診療連携拠点病院　26病院/28病院

　・うち、他院患者の診察も可能　　　22病院

・一方、リンパ浮腫については、外来で対応している医療機関が限

定されている

≪リンパ浮腫外来の設置状況≫

　「設置されている（他院患者も診察可能）」 22.4%

（国拠点病院、都拠点病院、都協力病院、小児がん拠点病院及び診

療病院）

※大学事業者による開発については現在進行中

・リンパ浮腫外来を設置していない医療機

関からは「対応できる専門知識を有するス

タッフがいない」、自院患者のみ受け入れ

ている医療機関からは「自院患者のみで予

約が埋まる」等の理由が聞かれている。

≪リンパ浮腫外来を設置していない理由≫

　対応できる専門知識を有するスタッフが

いない　58.8%

≪リンパ浮腫外来を自院患者のみ受け入れ

可能としている理由≫

　自院患者のみで予約が埋まるため　50%

支持療法提供体制の均て

ん化・明確化を進める必

要がある。

・支持療法提供体制の均てん化

が進み、また、提供状況が可視

化されることで、患者が必要と

する支持療法に繋がることがで

きる

・頭頚部がん患者の術後の整容

性と機能障害を抑制するための

技術が都内に普及し、都内にお

ける頭頚部がん患者のQOLが向

上する。

◆支持療法提供体制の均てん化・可視

化

・患者にとってニーズの高い支持療法

を把握し、提供体制を確認の上、東京

都がん診療連携協議会(*)と連携して可

視化を図る

・必要に応じて、東京都がん診療連携

協議会とも連携の上、提供体制の均て

ん化を推進

(*東京都がん診療連携協議会に小児が

ん拠点病院も参画する形での実施を想

定)

◆頭頚部がん患者の術後の整容性と機

能障害抑制

・大学事業者による研究を支援

・研究成果を都内の拠点病院等へ展開

し、普及を推進

国は、患者が、治療に伴う副作

用・合併症・後遺症への見通しを

持ち、身体的苦痛や外見の変化等

があった際に容易に相談できるよ

う、多職種による相談支援体制の

整備や医療従事者への研修の実施

等を推進する。

国は、支持療法の更なる充実に向

けて、実態把握を行うとともに、

科学的根拠に基づく支持療法が実

施されるよう、関係団体等と連携

し、専門的なケアが受けられる体

制の整備等を推進する。

※現在収集している指標

では効果を測定できない

・治療による副作用の

見通しを持てた患者の

割合

・身体的なつらさがあ

るときに、すぐに医療

スタッフに相談ができ

ると思う患者の割合

・外見の変化に関する

悩みを医療スタッフに

相談ができたがん患者

の割合

・拠点病院等（QI研究

参加施設）において支

持療法に関する標準診

療を実施された患者の

割合

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

⑤リハビリテー

ション

・地域リハビリテーション支援センターに

おいて、地域のリハビリテーション専門職

に対し、がんのリハビリテーションに対す

る研修等を実施。研修修了者のいる施設を

施設名簿として公表。

・拠点病院等においては、緩和ケア病棟を除く一般病棟の入院患者

に対するリハビリテーションの提供はある程度行われているもの

の、緩和ケア病棟や外来においては必ずしも十分な提供がなされて

いない状況がある。

≪リハビリテーションの実施状況≫

　入院中（緩和ケア病棟以外）

　　　　　…必要に応じて実施：89.8%

　入院中（緩和ケア病棟）

　　　　　…必要に応じて実施：61.5%

　外来　　…必要に応じて実施：44.9%

・緩和ケア病棟や外来におけるがんのリハ

ビリテーションは診療報酬として評価され

ず、オーダーできないとの声がある。

（緩和ケア病棟では緩和ケア病棟入院料の

包括対象、外来にはがん患者リハビリテー

ション料なし）

緩和ケア病棟や外来にお

いても、必要なリハビリ

テーションが提供される

体制を整える必要があ

る。

入院/外来を問わず、ADLの維

持・改善のため、患者がそれぞ

れの治療状況等に応じたがんの

リハビリテーションを受けるこ

とができる。

緩和ケア病棟及び外来においても診療

報酬として適切に評価されるよう、国

に対して然るべき要望を行う。

国及び都道府県は、研修を受講し

た医師や看護師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士等の拠点病

院等への配置を推進し、入院に加

え外来においても、効果的・継続

的ながんのリハビリテーション提

供体制の整備を推進する。

リハビリテーションを必

要に応じて実施している

医療機関の割合

拠点病院等（QI研究参

加施設）に通院・入院

中のがん患者でリハビ

リテーションを受けた

患者の割合

◆医療機関間の役割分担の整理と明確

化

・高度な手術療法、放射線療法、薬物

療法についても、東京都がん診療連携

協議会及び小児・AYA世代がん診療連

携協議会と連携し、医療機関間の役割

分担の整理と連携体制の整備を推進

・整理した医療提供体制を適切に都民

へ周知することで、都民による高度な

医療へのアクセスを確保

◆粒子線治療施設の整備

・誰もが必要に応じて質の高い医療を

受けられる環境整備を推進するため、

都立病院機構に粒子線治療施設を整備

患者が、病態や生活背景等、それ

ぞれの状況に応じた適切な放射線

療法を受けられるよう、標準的治

療の提供に加えて、科学的根拠に

基づく高度な手術療法/放射線療法

/薬物療法の提供についても、医療

機関間の役割分担の明確化及び連

携体制の整備等の取組を進める。

※現在収集している指標

では効果を測定できない

・手術療法

我が国に多いがんの術

後短期死亡率

・放射線療法

放射線治療関連QI（拠

点病院等（QI研究参加

施設）における標準的

治療の実施割合）

・薬物療法

化学療法/薬物療法関

連QI（拠点病院等（QI

研究参加施設）におけ

る標準的治療の実施割

合）

医療機関間の役割分担に基づき

高度な手術療法、放射線療法、

薬物療法の提供体制が整備さ

れ、明確になることで、患者が

必要とする医療に繋がることが

できる

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

②高度な治療の

提供体制の整備

ー

・国からは、高度な手術療法、放射線療法、薬物療法については、

患者が、病態や生活背景等、それぞれの状況に応じた適切な治療を

受けられるよう、標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づく

高度な治療法の提供についても、医療機関間の役割分担の明確化及

び連携体制の整備等の取組を進めるという方向性が示されている。

・手術療法については、都内の多くのがん診療連携拠点病院におい

て、ロボット支援下手術が実施されている。

≪ロボット支援下手術を実施しているがん診療連携拠点病院≫

　24病院/28病院（※各病院からの提出資料、HP等より）

・放射線治療のうち、核医学療法は、都内の多くのがん診療連携拠

点病院において提供が行われている。一方で、粒子線治療はがん病

巣への集中的な照射が可能であり、体への負担も少なく、仕事や日

常生活との両立が可能な治療法であるが、施設の整備及び運営に多

大なコストを要することから、都内の病院には導入が進んでいな

い。

≪核医学療法を実施しているがん診療連携拠点病院≫

　21病院/28病院

・薬物療法のうち、CAR-T療法については、都内の一部のがん診療

連携拠点病院において実施されている。

≪CAR-T療法を実施しているがん診療連携拠点病院≫

　成人：８病院/28病院

　小児：６病院/28病院

ー

高度な手術療法、放射線

療法、薬物療法について

も、都内において医療機

関間の役割分担に基づき

提供体制を整備する必要

がある。

2 ページ



【資料５】
「東京都がん対策推進計画（第三次改定）」骨子検討シート【がん医療】　　※特記していない限りは高齢者及び小児・AYA世代を含めた全てのがんに共通の考え方

トピックス これまでの取組み 現状 背景分析 課題 目標 取組の方向性 国第４期計画（本文） 指標（中間アウトカム）
国第４期計画（指標）

（中間アウトカム）

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

⑥患者が納得し

て治療を受ける

ための適切な情

報提供

・セカンドオピニオンについて東京都がん

ポータルサイトで案内し、非常に多くの閲

覧数がある。

・拠点病院等におけるセカンドオピニオン

の窓口情報もがんポータルサイトにおいて

公開

・患者が納得して治療法を選択するためには、治療の進行状況、次

の段階の治療選択などについて、十分な情報を得ることが必要であ

る。

・令和４年のがん診療連携拠点病院及び小児がん拠点病院の整備指

針改定で「医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定

時等において、すべてのがん患者とその家族に対して、他施設でセ

カンドオピニオンを受けられることについて説明すること」が求め

られるようになった。

・拠点病院等において、セカンドオピニオンに関して、医師から患

者・家族へ説明する体制が整っていない可能性がある。

≪セカンドオピニオンに関する医師からの説明≫

　「セカンドオピニオンについて説明されなかった」

　患者39.0%、家族41.3%

セカンドオピニオンに関する案内をするタ

イミングが多くの病院において決まってい

ない。

「決まっている」28.6%

「決まっていない」65.3％

セカンドオピニオンを受

けられることについて、

全ての患者・家族に対し

て説明がなされる体制を

整える必要がある。

拠点病院等における全ての患

者・家族が、セカンドオピニオ

ンを受けるという選択肢につい

て説明を受け、また、必要に応

じてセカンドオピニオンを受け

た上で、納得して治療法を選択

することができる。

・東京都がん診療連携協議会(*)とも連

携し、セカンドオピニオンに関する説

明が進まない背景等の実態を確認の

上、必要な取組について検討

(*東京都がん診療連携協議会に小児が

ん拠点病院も参画する形での実施を想

定)

・セカンドオピニオンの相談窓口の情

報を、引き続き公開

拠点病院等は、地域の実情に応じ

た患者支援体制の構築のため、都

道府県がん診療連携協議会におい

て、セカンドオピニオンを受けら

れる医療機関や、緩和ケア及び在

宅医療等へのアクセスに関する情

報提供の在り方について検討す

る。

国は、セカンドオピニオンに関す

る情報提供及び利用状況等の実態

把握を行い、関係団体等と連携し

た適切な情報提供の在り方につい

て検討する。

セカンドオピニオンに関

して医師からの説明を受

けた患者の割合

がん治療前に、セカン

ドオピニオンに関する

話を受けたがん患者の

割合

１（１）

拠点病院等にお

けるがん医療提

供体制の充実

⑦BCPの検討

東京都がん診療連携協議会において、災害

発生時のがん医療提供体制等についての講

演会を開催し、各病院が参加

ー ー

感染症発生・まん延時や

災害時等の状況下におい

ても、状況に応じ、でき

る限り必要ながん医療を

提供できる体制を整える

必要がある。

感染症発生・まん延時や災害時

等の状況下においても、状況に

応じできるかぎり必要ながん医

療が提供される。

・東京都がん診療連携協議会(*)におい

て、災害発生時のがん医療提供体制に

係る検討を進める。

(*東京都がん診療連携協議会に小児が

ん拠点病院も参画する形での実施を想

定)

・加えて、小児がんについては、東京

都がん診療連携協議会における議論も

踏まえつつ、関東甲信越ブロック全体

でBCPについて検討を進める。

国及び都道府県は、感染症発生・

まん延時や災害時等の状況下にお

いても、必要ながん医療を提供で

きるよう、診療機能の役割分担

や、各施設が協力した人材育成や

応援体制の構築等、地域の実情に

応じた連携体制を整備する取組を

平時から推進する。

※現在収集している指標

では効果を測定できない
ー

１（２）

地域の医療機関

におけるがん医

療提供体制の充

実

①拠点病院等と

の連携推進

（成人）

拠点病院等が中心となり、二次保健医療圏

における関係者の連携体制を構築

（小児）

小児がんについては、小児がん拠点病院が

中心となり、小児がん診療病院や地域の医

療機関等の医師と相互に診断及び治療に関

する連携協力体制を整備

（共通）

・地域連携クリティカルパスの活用を通し

た、拠点病院と地域の医療機関での患者情

報の共有

・入退院支援に関わる職員の育成

（成人）

・二次保健医療圏における関係者の連携体制の構築に係る取組状況

は、地域によって差があるとの指摘がある。

≪令和４年度東京都がん診療連携拠点病院機能強化事業における

　「地域がん診療連携推進事業」の実施医療圏数≫

　３医療圏（12医療圏中）

（共通）

・地域連携クリティカルパスについては、拠点病院等においては活

用されているものの、地域の医療機関においては活用されていない

状況がある。

≪地域連携クリティカルパス「東京都医療連携手帳」の活用状況≫

「がん治療連携計画策定料又はがん治療連携指導料は算定していな

い」 87.3%

・拠点病院等から在宅への移行時における、拠点病院等と在宅医療

機関の間での連携の重要性が指摘されている。

（成人）

・進んでいる医療圏における取組を、他の

医療圏の拠点病院が知らない可能性が考え

られる.

（共通）

・地域連携クリティカルパスを活用して算

定していない理由：

「院内医師の認知度が低い」25.5%

ただし、拠点病院サイドからも紙媒体であ

ることに起因する使いづらさについて指摘

が多い。

・拠点病院等と在宅医療機関では、医療提

供にあたっての視点が異なるため、円滑な

移行に至らないケースがある。

（成人）

・全ての医療圏において

二次保健医療圏における

関係者の連携体制の構築

を推進する必要がある。

（共通）

・地域連携クリティカル

パスについては、活用の

在り方を検討する必要が

ある。

・円滑な在宅移行に向け

た拠点病院と在宅医療機

関との連携のあり方につ

いて検討が必要である。

拠点病院と地域・在宅医療機関

の間で連携体制が構築され、ス

ムーズな地域移行や患者情報の

共有、地域全体での多職種連携

が実現する。

（成人）

◆連携体制の構築

・好事例の紹介（東京都がん診療連携

協議会）と支援による、連携体制構築

のための取組の奨励

（共通）

◆地域連携クリティカルパスの在り方

の見直し

◆円滑な在宅移行に向けた拠点病院と

地域に係る課題の検討

◆入退院に係る人材育成の継続

拠点病院等は、多職種連携を更に

推進する観点から、拠点病院等に

おけるチーム医療の提供体制の整

備を進めるとともに、都道府県が

ん診療連携協議会において地域の

医療機関と議論を行い、拠点病院

等と地域の医療機関との連携体制

の整備に取り組む。

拠点病院等は、院内や地域の歯科

医師、歯科衛生士等と連携し、医

科歯科連携によるがん患者の口腔

の管理の推進に引き続き取り組

む。また、栄養サポートチーム等

の専門チームと連携し、栄養指導

や管理を行う体制の整備に引き続

き取り組む。 

・東京都がん診療連携拠

点病院機能強化事業にお

ける

「地域がん診療連携推進

事業」の実施医療圏数

ー

１（２）

地域の医療機関

におけるがん医

療提供体制の充

実

②在宅医療の推

進

・在宅医療等を担う人材育成の推進

　＊成人：主にがん診療連携拠点病院が実

施

　＊小児AYA：主に東京都小児・AYA世代

がん診療連携協議会が実施

・在宅療養に際しての患者情報共有の推進

　（多職種ポータル）

・在宅医療を提供可能な医療施設情報の公

開

・在宅医療への参入の促進

・小児等在宅医療を担う人材の確保等に向

けた研修を実施

・在宅療養についての都民向け普及啓発を

図るためシンポジウム等を実施

・地域の歯科診療機関における周術期口腔

ケアに係る研修の実施

・小児・AYA世代がん患者の在宅療養を支える人材の不足について

指摘されている。

≪AYA世代のがん患者の在宅医療・療養、緩和ケアに関して、今後

充実させる必要があると考える取組≫

AYA世代のがん患者に対応できる在宅医療・療養を支える医療人材

の育成　60.2％

≪在宅療養支援診療所における年齢制限の有無≫

　「年齢制限なし」…29%

・周術期口腔機能管理の必要性について、医師・看護師・介護サー

ビス事業所等における認識が薄く、連携も十分ではない状況があ

る。

≪周術期口腔機能管理の必要性に係る認識≫

　「聞いたことがあり、内容も知っている」

　　…在宅療養支援診療所：49.7%

　　　訪問看護ステーション：43.4%

　　　介護保険サービス事業所：28.6%

ー

・小児・AYA世代がん患

者の在宅療養を支える人

材の育成に取り組む必要

がある。

・周術期口腔機能管理の

必要性について、理解を

浸透させる必要がある。

在宅医療について、人材育成や

参入促進を通して提供体制が強

化されるとともに、歯科を含め

た多職種での連携により、患者

が安心して在宅療養を選択する

ことができる。

・既存の取組を引き続き推進

・特に、小児・AYA世代がん患者の在

宅療養を支える人材の不足に対応する

ため、引き続き、小児等在宅医療を担

う人材の確保等に向けた研修を推進

・周術期口腔機能管理の必要性につい

て、東京都歯科医師会と連携し、啓発

を図る

拠点病院等は、地域包括ケアシス

テムの仕組みも踏まえつつ、地域

の実情に応じて、介護事業所や薬

局等の地域の関係機関との連携

や、社会的支援や困難事例等への

対応に取り組む。国は、地域の関

係者間の連携体制を構築すること

で、地域における課題の解決を促

すため、拠点病院等を中心とした

施設間の連携・調整を担う者の育

成に、引き続き取り組む。 

・AYA世代のがん患者の

在宅医療・療養、緩和ケ

アに関して、今後充実さ

せる必要があると考える

取組

「AYA世代のがん患者に

対応できる在宅医療・療

養を支える医療人材の育

成」

・周術期口腔機能管理の

必要性に係る認識

「聞いたことがあり、内

容も知っている」

ー
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４

高齢者に特有の

事項

・地域がん診療連携拠点病院による、二次

保健医療圏内の関係者の連携に基づく在宅

を含めたがん診療連携体制の構築を支援

・ACP普及啓発小冊子の作成、医療・介護

関係者向け研修の実施

令和４（2022）年に行われた国拠点病院に係る整備指針改定では、

高齢のがん患者に対する意思決定支援の体制整備や、地域の医療機

関に加えて介護事業所等との連携体制の整備等が指定要件として盛

り込まれた。

≪がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針≫

２　診療体制

（１）診療機能

④地域連携の推進体制

　ア　ⅲ 高齢のがん患者や障害を持つがん患者について、患者や家

族の意思決定支援の体制を整え、地域の医療機関との連携等を図り

総合的に支援すること。

　

　オ　高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立が図れるよ

う、関係する診療科と連携する体制を確保すること。また、意思決

定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の

状況を踏まえた対応をしていること。

ー

拠点病院等を中心とし

て、患者やその家族の療

養生活を支援する体制の

整備に取り組む必要があ

る。

高齢のがん患者が、例えば、複

数の慢性疾患を有している、介

護事業所等に入居しているな

ど、それぞれの状況に応じた適

切ながん医療を受けることがで

きる。

◆拠点病院を中心とした、地域におけ

る医療機関及び介護事業所等との連携

体制整備の推進

◆高齢がん患者やその家族等の意思決

定に係る取組の支援

・国が作成している資材「高齢者のが

ん診療における意思決定の手引き」の

周知等

・地域の医療・介護関係者や病院ス

タッフ向けの研修等の開催により、

ACPに関する理解促進と対応力の向上

を図る

高齢のがん患者が、例えば、複数

の慢性疾患を有している、介護事

業所等に入居しているなど、それ

ぞれの状況に応じた適切ながん医

療を受けられるよう、拠点病院等

は、地域の医療機関及び介護事業

所等との連携体制の整備を進め

る。

国は、高齢のがん患者に対する適

切な治療及びケアの提供を推進す

るため、関係団体等と連携し、更

なるガイドラインの充実を推進す

るとともに、高齢のがん患者に対

するがん医療の実態把握を行う。

国は、高齢のがん患者が適切な意

思決定に基づき治療等を受けられ

るよう、高齢のがん患者やその家

族等の意思決定支援に係る取組を

推進する。

望んだ場所で過ごすこと

ができた患者の割合

（国立がん研究センター

による遺族調査　都道府

県別集計結果）

がんの診断・治療全体の

総合的評価（平均点また

は評価が高い割合）

（国立がん研究センター

による患者体験調査）

医師・看護師・介護職

員など医療者同士の連

携は良かったと回答し

た人の割合

（遺族調査）

患者と医師間で最期の

療養場所に関する話し

合いがあったと回答し

た人の割合

（遺族調査）

※「２　緩和ケア」に関することは「緩和ケアワーキンググループ」にて、「３　小児・AYA世代のがん医療」に関することは「AYA世代がんワーキンググループ」にて、それぞれ骨子を検討いたします

国は、長期フォローアップや移行

期支援など、成人診療科と連携し

た切れ目ない支援体制が、地域の

実情に応じて構築できるよう、患

者の健康管理の方法、地域におけ

る療養の在り方、再発・二次が

ん・併存疾患のフォローアップ体

制等の医療・支援の在り方につい

て検討する。

国は、適切ながん・生殖医療の提

供を推進するため、がん医療と生

殖医療の連携の下、がん治療が妊

孕性に与える影響に関する説明

と、妊孕性温存療法及びがん治療

後の生殖補助医療に関する情報提

供や意思決定の支援が、個々の患

者の状況に応じて適切に行われる

よう、人材育成等の体制整備を推

進するとともに、研究促進事業を

通じたエビデンス創出に引き続き

取り組む。

長期FU

・小児・AYA世代のがん経験

者が成人後もそれぞれの状況

に合った長期FUを受けること

ができる。

がん医療と生殖医療の連携

・対象となるすべてのがん患

者が、適切なタイミングで生

殖医療の選択を取ることがで

きる。

長期FU

・東京都小児・AYA世代がん診療連携

協議会を通じて取組の好事例を共有

・健診を通じて晩期合併症の発症を知

ることができる等、小児・AYA世代の

がん経験者自らが行動できる仕組みに

ついて検討する。

がん医療と生殖医療の連携

・拠点病院に対して、がん診療の中核

を担う医療機関としてがん・生殖医療

連携ネットワークへの積極的な参加を

促す。

・拠点以外の病院に対しても、がん・

生殖医療連携ネットワークの取組（研

修会やセミナー、市民公開講座等）を

周知し、参加を促す。

・成人後の長期FUの実

施状況

・引き続き、東京都がん診療連携協議

会において好事例を共有することによ

り、各拠点病院におけるAYA支援チー

ムの設置を促進する。

・AYA世代がん患者への医療提供体制

の在り方等の議論にあたっては、東京

都がん診療連携協議会と小児AYA協議

会の連携を検討する。

３　小児・AYA

世代に特有の

事項

（２）小児・

AYA世代の患者

に共通する事項

※参考掲載

（AYA世代がん

ワーキンググ

ループにて検討

中）

長期フォローアップ（FU）体制の推進

・都の実態に合った長期フォローアップ体

制の検討

生殖機能の温存に関する医療機関間連携の

充実

・診療情報提供書のひな形の作成

・好事例の共有・勉強会の開催

・「がん・生殖医療連携ネットワーク」の

設置

長期フォローアップ（FU）

小児がん拠点病院の整備に関する指針において、小児がん拠点病院

を中心に、「がんに対する経過観察、がん治療等による合併症や二

次がん、患者及びその家族の相談支援等の領域毎に、当該地域内で

対応可能な医療施設を明確にし、がん診療連携拠点病院等や、地域

の医療機関との連携体制を整備すること」が求められている。

≪成人後の長期FUの実施状況≫

「実施していない」34.8%

≪長期FUを実施していない理由≫

「他院へ紹介している」56.3%

（東京都がんに関する医療施設等実態調査（全指定病院））

・小児がん寛解後、進学や就職のタイミングで地方から上京した方

について、上京後、検診や診断が途絶えてしまうとの指摘がある。

がん医療と生殖医療の連携

院内で統一的な方針が定まっていないケースが多い

・がん医療と生殖医療の連携にあたっての課題

「院内全体として、統一的な方針やマニュアル等を定め、対応して

いる」21.7%

（東京都がんに関する医療施設等実態調査（全指定病院））

長期FU

院内で出来ていなくても、他院へ紹介して

実施しているケースもあると想定される。

がん医療と生殖医療の連携

統一したルールがないため、生殖医療の選

択肢を知らない患者が出てきてしまう可能

性がある。

長期FU

・病院の実態に合った長

期FU体制を確立する必

要がある。

・小児がん寛解後、検診

や診断が途絶えたことで

晩期合併症の発見が遅れ

ないようにする必要があ

る。

がん医療と生殖医療の連

携

・対象となるがん患者

が、生殖医療の選択肢を

知り、適切な意思決定が

可能となる体制を整備す

る必要がある。

国は、小児がん拠点病院等と、拠

点病院等や地域の医療機関等との

連携を含め、地域の実情に応じた

小児・ＡＹＡ世代のがん医療提供

体制の整備を推進する。

・AYA支援チームの設置

状況

３　小児・AYA

世代に特有の

事項

（１）AYA世代

のがん患者に特

有の事項

※参考掲載

（AYA世代がん

ワーキンググ

ループにて検討

中）

多職種間の連携の必要性

AYA世代のがん患者の診察を行うにあたり、貴院において今後充実

することが必要と考える取組

・「関係診療科間や多職種間での患者情報の共有」

　…52.2%

・「AYA世代がん患者の治療や相談支援についてコンサルテーショ

ンできるAYA支援チームの設置または対応拡大・強化」

　…52.2%

（東京都がんに関する医療施設等実態調査（全指定病院））

AYA世代支援チームの設置状況

AYA世代のがん患者のためのAYA支援チームを設置していますか

・「設置している」30.4%

AYA支援チームを設置できない理由

・「病院全体としてノウハウや診療体制が整っていない」50%

・「AYA世代がん患者に関する専門的な知識等を持った医師以外の

多職種がいない」37.5%

（東京都がんに関する医療施設等実態調査（全指定病院））

・東京都小児・AYA世代がん診療連携協議会は主として小児がん拠

点病院及び小児がん診療病院で構成されるため、協議会の中でAYA

世代に関する議論が十分に出来ないといった課題が存在する。

・AYA世代等がん患者支援モデル事業の実

施（R元～R２）

・東京都小児・AYA世代がん診療連携協議

会の立ち上げ（Ｒ2～）

・東京都がん診療連携協議会において、

AYA世代がん患者支援の事例検討を目的と

した勉強会を開催（R４）

ノウハウや院内での意識醸成が不十分と

いった理由から、AYA世代がん患者の診療

にあたり多職種間の連携体制が不足してい

る。

AYA世代がん患者がどの

診療科を受診しても、適

切な治療を受けられるよ

うにする必要がある。

AYA世代がん患者がどの診療

科を受診しても、多職種の連

携に基づき適切な治療を受け

られる環境を整備する。
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（中間アウトカム）

１（１）

がん相談支援セ

ンター

②機能の充実

（成人・小児AYA共通）

・東京都がん診療連携協議会及び東京都小

児・AYA世代がん診療連携協議会による、

相談員の知識・技能向上のための研修開催

（成人）

・各拠点病院の相談支援センターにおける

PDCAサイクルの取組と相談者からの

フィードバックを得るための取組の推進

（小児AYA）

・リーフレットの作成等を通した小児がん

に係る相談の質の均てん化

・AYA世代がん相談情報センターによる勉

強会

・がん相談支援センターの利用者においては、一定程度の満足度

がある。

≪がん相談支援センター利用経験者の今後の意向≫

　今後も利用したい　61.0%

・患者・家族の不安を取り除くためには、引き続き、相談員のス

キル向上や質の担保が必要。

≪がん患者・家族の不安や悩みを除くため、相談支援体制に必要

なこと≫

研修の実施などによる相談員のスキル向上や質の担保　80.8%

・小児・AYA世代のがん患者に対する相談支援の充実が求められ

ている

AYA世代のがん患者の診察を行うにあたり、貴院において今後充

実することが必要と考える取組

「AYAがん患者に対応できる相談支援部門の充実・連携強化」

56.5%

（東京都がんに関する医療施設等実態調査（全指定病院））

・相談支援センターに求められる業務が多

様化かつ複雑化している。

・拠点病院以外においては、国立がん研究

センターが実施する研修が有料扱いとな

り、研修を受講しづらいとの意見もある。

・特に、小児・AYA世代がんについては相

談件数自体が少なく、また、ＡＹＡ世代の

中でもＡ世代とＹＡ世代で必要とする支援

の内容が異なることから、各病院の相談支

援センターにノウハウが蓄積されにくいこ

とが指摘されている。

・患者の年代を問わず、

多様化かつ複雑化する相

談支援ニーズに的確に対

応するため、引き続き、

相談員のスキル向上や質

の担保に取り組む必要が

ある

・各病院の相談員が十分なスキルを

身に着け、質の高い相談支援を提供

することができる。

・東京都がん診療連携協議会及び東京

都小児・AYA世代がん診療連携協議会

において、引き続き、相談員向けの研

修を実施。

・国立がん研究センターが開催する研

修会について、引き続き、受講支援等

を実施

・小児がん患者に対する相談支援の提

供体制・病院間連携体制について検討

・AYA世代がん相談情報センターにお

ける情報の集約や各拠点病院（小児が

ん拠点病院含む）へのノウハウの共有

国は、相談支援の質を担保するた

め、関係団体等と連携し、がん相

談支援に係る研修等に引き続き取

り組む。

がん相談支援センター利

用経験者の今後の意向

「今後も利用したい」

・がんと診断されてか

ら病気や療養生活につ

いて相談できたと感じ

るがん患者の割合

１（１）

がん相談支援セ

ンター

①認知度向上

・東京都内のがん相談支援センター（小児

がん拠点病院を含む）を東京都がんポータ

ルサイトにて一覧で周知

・拠点病院等によるがん相談支援センター

周知のための取組の支援

・都民向け普及啓発動画

・成人については、がん相談支援センターを知っているが利用し

たことがない人が多い

「病院内にあることは知っているが、利用したことはない」

59.8%

・成人、小児とも、がん相談支援センターを知らない層も引き続

き存在する。

「がん相談支援センターを知らない」成人：16.8％　小児：28.3%

・認知しているが利用していない理由

「がん相談支援センターで相談できる内容ではないと思った」

24.8%

「がん相談支援センターは気軽に利用しにくい」12.3%

・患者が、必ずしも相談したいタイミングで相談をできていない

状況がある。

≪自身の病状や療養に関することについて、誰かに相談できたか

≫

「相談できたこともあるが、できなかったこともあった」

20.7%

「全く相談できなかった」　6.1％

・がん治療中と並び、診断時等の早期からの相談支援が必要

≪自身の病状や療養に関することを誰かに相談したかった時期≫

　「治療中」46.4%　「がん診断時」40.1%

・一方、診断時に相談支援センターを案内できていないケースも

存在

≪がんの診断時に、各診療科においてがん相談支援センターの紹

介を行っているか≫

　どちらかというと行っていない　16.3%

 　ほとんど行っていない　　4.1%

≪がん相談支援センターについて案内があった時期≫

　　がん診断時　28.4%

・拠点病院以外の患者におけるがん相談支援センターの認知度は

明らかではないが、相談支援センターに繋がることのできない患

者が存在するとの指摘がある。

・がん相談支援センターの名前は一定程度

広まっているが、相談可能な内容や体制

等、実態を適切なタイミングで周知できて

いない。

・適切な周知をできない背景として、院内

の意識醸成が課題として挙げられる

≪がん相談支援センター認知度や利用状況

の改善のための課題は何ですか≫

認知度向上などを行うための院内の意識醸

成ができていない  71.4%

院内の医療スタッフが、がん相談支援セン

ター自体や業務内容を知らない　71.4%

・「気軽に利用しにくい」という意見の背

景には、センターの外からでは「誰でも

入って良い」ということが伝わらない、何

を相談できるか分からない、といった点も

要因の一部として指摘されている。

・診断時に相談支援センターの紹介を行わ

ない理由として、時間的制約のほか、院内

におけるタイミングを含めたルールの不備

を指摘する声もある。

≪紹介していない理由≫

「時間がない」60.0%

「紹介するタイミングが分からない」40.0%

「院内に統一的なルールがない」40.0%

・一方で、患者は主治医以外の第三者に相

談を行うことを躊躇うケースがあるという

指摘もある。

患者に対し、がん相談支

援センターを適切なタイ

ミングで正確に案内する

必要がある。

患者が、診断時等の早期も含めた必

要な時期に必要な相談支援センター

に繋がり、支援や情報を得ることが

できる。

◆拠点病院等における取組

・各拠点病院が、病院を挙げて「外来

初診時から治療開始までを目処に、が

ん患者及びその家族が必ず一度はがん

相談支援センターを訪問することがで

きる体制」の構築を推進。

※診断時に患者一人一人に対して説明

やパンフレットを配布を行うことが望

ましい

※小児がん拠点病院については、整備

指針上の要求事項ではないが、同様の

体制構築を推進

・相談支援センターの周知に加え、患

者が利用しやすい環境を整える。

・「自施設で提供している患者支援の

体制について学ぶ機会」の提供等を通

し、院内の医療従事者における意識醸

成を進める。

◆東京都がん診療連携協議会における

取組

・東京都がん診療連携協議会(*)におい

て、上記取組について好事例を共有。

(*東京都がん診療連携協議会に小児が

ん拠点病院も参画する形での実施を想

定)

◆東京都における取組

・東京都は拠点病院や東京都がん診療

連携協議会(*)による上記の取組を支

援。

・がん診療病院拠点病院及び小児がん

拠点病院以外の医療機関の患者にがん

相談支援センターを周知するため資材

を作成

・東京都がんポータルサイトによっ

て、全ての患者に対し、効果的な情報

提供を推進

(*東京都がん診療連携協議会に小児が

ん拠点病院も参画する形での実施を想

定)

拠点病院等は、がん相談支援セン

ターの認知度向上及びその役割の

理解の促進のため、地域の関係機

関等と連携して、自施設に通院し

ていない者も含む患者やその家族

等への適切なタイミングでの周知

に引き続き取り組む。

がん相談支援センターの

認知度「病院内にあるこ

とを知っており、利用し

たことがある」

・がん相談支援セン

ターについて知ってい

るがん患者の割合

・がんと診断されてか

ら病気や療養生活につ

いて相談できたと感じ

るがん患者の割合
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（中間アウトカム）

１（１）

がん相談支援セ

ンター

③多様な相談

ニーズへ対応可

能な体制・取組

の充実、アクセ

シビリティの向

上

・休日、夜間対応のがん相談支援センター

の設置支援

・社会保険労務士やハローワークと連携し

た相談支援の推進

・AYA世代がん相談支援センターの開設

（R3～）

・相談しやすい方法：対面が最も多い一方、電話、メール、オン

ラインも一定のニーズがある

・国の第４期基本計画においても、オンライン等を活用した体制

整備が示されているが、拠点病院等においては必ずしも実施体制

が整っていない状況がある。

≪オンラインでの相談支援の実施状況≫

　実施していない　60.4%

・オンラインによる相談支援には、オンラ

イン環境整備や情報セキュリティ上の課題

の解決が必要

≪オンラインの実施に当たり困難なこと≫

・情報セキュリティ上の理由　56.3%

多様な相談ニーズへの対

応とアクセシビリティの

向上に向け、拠点病院に

おける体制整備を推進す

る必要がある。

患者が望む時間に、望む方法で、多

様な悩みを相談することができる。

・オンライン相談環境整備の支援

（設備整備の支援、情報セキュリティ

に関する懸念の解消の支援）

・引き続き、仕事と治療の両立、AYA

世代、妊孕性温存等の多様な相談ニー

ズに対応する取組を推進するととも

に、休日・夜間における相談支援を継

続する。

・東京都では、これらの取組について

効果的な発信に取り組む

相談支援体制へのアクセシビリ

ティを向上させるため、オンライ

ン等を活用した体制整備を進め

る。

オンラインでの実施状況

【相談支援】「実施して

いる」

・がんと診断されてか

ら病気や療養生活につ

いて相談できたと感じ

るがん患者の割合

１（２）

患者団体・患者

支援団体

・がんポータルサイトにおいて患者団体等

の情報掲載の促進

・拠点病院等における患者団体等の取組の

支援

（これまでの取組と同様） ー ー

患者が自身のニーズに合致する団体

を見つけ、そこに繋がることができ

る。

引き続き、がんポータルサイトにおい

て団体情報の掲載を推進するととも

に、イベント開催情報等の掲載も推進

する。

国は、拠点病院等と民間団体によ

る相談機関やピア・サポーター等

との連携体制の構築について検討

する。あわせて、相談支援の一層

の充実を図るため、ＩＣＴや患者

団体、社会的人材リソースを活用

し、必要に応じて地方公共団体等

の協力が得られる体制整備の方策

について検討する。

※現在収集している指標

では効果を測定できない
ー

１（３）

ピアサポート・

患者サロン

・国拠点病院におけるピア・サポートの取

組の支援

・がんポータルサイトによる患者サロン開

催情報の周知

・各拠点病院がピアサポートを推進するためには、ピアサポー

ターの質の担保が行政に望まれている。

≪ピアサポートを実施するに当たって、行政に求めること≫

・ピアサポーターの養成　71.2%

・また、がんサバイバーの中には、ピアサポーターとして活動す

ることを希望しているものの、活動の機会を持つことができない

者がいる。

・新型コロナウイルス感染症の影響により患者サロン等の取組が

中断しているとの指摘がある。

・患者サロン・ピアサポートととも、参加・利用している者が多

くない

　≪患者サロンの参加状況≫　　「参加したことがある」3.6%

　≪ピアサポートの利用状況≫　「利用したことがある」0.9%

【患者サロン・ピアサポート共通】

・参加方法が分からない

・どこで実施されているか分からない

・ピアサポートについて

は、質の担保と活動機会

の提供に取り組む必要が

ある。

・患者や家族が同じ立場

の人と交流できる機会を

確保する必要がある。

・患者サロン・ピアサ

ポートととも、開催情報

及び参加方法について情

報発信を強化する必要が

ある。

患者や家族が患者サロンやピアサ

ポーター等、同じ立場や経験者と交

流できる機会を確保するとともに、

患者や家族が自身のニーズに見合っ

た支援リソースの存在を知り、そこ

にアクセスすることができる。

◆ピアサポーターの提供推進

・ピアサポーターの養成

・養成したピアサポーターの情報を、

分かりやすい形（がん種別等）で医療

機関等に対して情報提供

◆がん診療連携拠点病院における患者

サロンの開催支援

・東京都がん診療連携協議会(*)による

好事例の共有

・開催に必要な環境整備を東京都で支

援

(*東京都がん診療連携協議会に小児が

ん拠点病院も参画する形での実施を想

定)

◆ピアサポート、患者サロンの開催情

報の発信強化

国は、がん患者がピア・サポー

ター等からの支援を受けやすくな

るよう、相談支援等に携わる者か

らピア・サポーター等につなげる

ための仕組みについても検討す

る。

・患者サロンの参加経験

「参加したいと思ってお

り、実際に参加したこと

がある」

・ピアサポートを受ける

意向「受けたいと思って

おり、実際に受けたこと

がある」

・ピアサポーターにつ

いて知っているがん患

者の割合
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２　情報提供

①情報提供の充

実・強化

・がん患者/家族の医療機関の選択や療養上

の悩みの解決、がんに対する理解の促進に

役立つよう、がんに関する各種の情報を集

約し、「東京都がんポータルサイト」にお

いて一元的に提供

・都民や企業等に向けた動画等の資材の作

成

・がん相談支援センターの存在、診断された時からの緩和ケア

等、がんポータルサイトを通して周知を図ってきた事項につい

て、依然として都民の認知度に課題がある

・がんポータルサイトの認知度が低い

   ≪サイトを見たことがあるか（患者調査）

≫

　見たことがある　3.9%

　知っているが見たことはない　7.2%

・がんポータルサイトにおける情報の所在

が複雑となっており、必要な情報にたどり

着くことができていない可能性がある。

・作成した資材を効果的に活用できていな

い。

がんポータルサイトの認

知度改善に取り組むとと

もに、ユーザー目線で分

かりやすい明確な情報発

信を推進する必要があ

る。

患者や家族が、東京都がんポータル

サイトに容易にたどり着き、必要な

情報を入手することができる。

患者に伝えたいことが、きちんと患

者に伝わる。

◆認知度向上のための取組

・都で用意する患者配布用説明資料へ

の掲載

・リンクバナーの拡充

・SNS併用等による広告強化

・イベント等の場での広告活動

◆ユーザー目線に立った効果的な発信

・伝えたいメッセージとターゲットの

明確化、ペイシェントジャーニーに

沿った情報発信

・作成した既存資材の有効活用とPR

・患者にとっての利便性の向上（サイ

ト構成の見直し等）

国は、患者やその家族等が、必要

な時に正しい情報を入手し、適切

な選択ができるよう、ニーズや課

題等の把握を進め、「情報の均て

ん化」に向けた適切な情報提供の

在り方について検討する。

・東京都がんポータルサ

イトの認知度

　「見たことがある」

・がん情報サービスに

アクセスし、探してい

た情報にたどり着くこ

とができた人の割合

２　情報提供

②東京都がん診

療連携協議会及

び小児がん拠点

病院との連携

・がん及びがん医療に対する理解の促進の

ための情報、医療機関の検討に資するに係

る情報、療養上の悩みの解決のための情報

等を幅広く掲載

・令和４年に改定された「がん診療連携拠点病院に係る整備指針

に関する指針」において、都道府県協議会には、都道府県内にお

ける各拠点病院等における役割分担や、都道府県内の拠点病院等

の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実

績の公表、医療資源や相談リソースへのアクセスに関する広報等

が求められている。

・小児がんについては、「小児がん拠点病院の整備に関する指

針」において、小児がん拠点病院に「自施設及び自らが指定した

小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び診療従事者の専門と

する分野・経歴」に関する情報提供が求められている。

ー

東京都がん診療連携協議

会及び小児がん拠点病院

と連携し、都民にとって

分かりやすい情報発信を

推進する必要がある。

都内のがん医療及び相談に関するリ

ソース、実績及びアクセスについ

て、都民が必要な情報を入手するこ

とができる。

・東京都がん診療連携協議会及び小児

がん拠点病院と連携の上、都内のがん

医療及び相談に関するリソース、実績

及びアクセスに係る情報を整理し、都

民にとって最も分かりやすい形で案内

ー

・東京都がんポータルサ

イトの悪い点

「悪いと感じた点はな

い」

ー

２　情報提供

③科学的根拠の

ない情報に関す

る注意喚起

ー

・患者調査によれば、６割以上の患者がインターネットを用いて

情報収集をしている。

・がんに関する情報があふれる中で、科学的根拠に乏しい情報が

多く存在している。国はこうした情報について注意喚起を行うと

している。

ー

科学的根拠に基づかない

情報の存在について、注

意喚起を行う必要があ

る。

患者が科学的根拠に基づく情報を基

に適切な判断を行うことができる。

・がんポータルサイト等を通した注意

喚起の実施（SNSも活用）

国は、インターネット等に掲載さ

れているがんに関する情報につい

ては、科学的根拠に基づいている

とは言えない情報が含まれること

を、国民に対して注意喚起するな

ど、引き続き、国立がん研究セン

ターや関係団体等と連携して、が

んに関する正しい情報の提供及び

理解の促進に取り組む。

※現在収集している指標

では効果を測定できない
ー

・外見の変化に関する

悩みを医療スタッフに

相談ができたがん患者

の割合

・心のつらさがあると

きに、すぐに医療ス

タッフに相談できると

感じている患者の割合

・精神心理的な苦痛を

抱えるがん患者の割合

・療養生活の最終段階

において、精神心理的

な苦痛を抱えるがん患

者の割合

・身体的なつらさがあ

る時に、すぐに医療ス

タッフに相談ができる

と思う患者の割合

・身体的な苦痛を抱え

るがん患者の割合

・療養生活の最終段階

において、身体的な苦

痛を抱えるがん患者の

※現在収集している指標

では効果を測定できない

国は、アピアランスケアについ

て、患者やその家族等が正しい知

識を身につけられるよう、医療従

事者を対象とした研修等を引き続

き開催するとともに、相談支援及

び情報提供の在り方について検討

する。

国は、アピアランスケアの充実に

向けて、拠点病院等を中心とした

アピアランスケアに係る相談支

援・情報提供体制の構築について

検討する。

・国は、がん患者の診断後の自殺

対策について、医療従事者等が正

しい知識を身につけられるよう、

研修等の開催や、相談支援及び情

報提供の在り方について検討する

とともに、がん診断後の自殺対策

を推進するため、がん患者の自殺

リスクやその背景等について実態

把握を行い、必要な対応について

検討する。

◆アピアランスケアの推進

・アピアランスケア支援事業の推進

・アピアランス講習会等の実施情報を

がんポータルサイトにおいて周知

・がん相談支援センターにおいて、ア

ピアランスに関する相談支援・情報提

供を実施

・国によるアピアランスケアモデル事

業を注視し、必要に応じて対応を検討

◆生殖機能の温存

・引き続き、生殖機能温存治療費助成

事業を継続

・がん・生殖医療連携ネットワークを

通して相談支援や情報提供の充実を図

る

◆自殺対策

・引き続き、拠点病院等において相談

支援を実施

・国の対応を注視し、必要に応じて対

応を検討

患者ががんと診断を受けた後も社会

的課題による苦痛を受けることなく

過ごすことができる。

引き続き、必要な支援が

患者に届くよう、取組を

推進する必要がある。

ー

【アピアランスケア】

・国は、アピアランスケアの充実に向けて、拠点病院等を中心と

したアピアランスケアに係る相談支援・情報提供体制の構築につ

いて検討するとしている。

・この点、都内全てのがん診療連携拠点病院のがん相談支援セン

ターにおいて、アピアランスケア等に関する相談支援・情報提供

に対応できる体制が既に整っている（R４年度現況報告より）

【生殖機能の温存】

・R3年度から助成事業開始、助成申請件数は着実に増加

【自殺対策】

・国は、がん患者の診断後の自殺対策について、医療従事者等が

正しい知識を身につけられるよう、研修等の開催や、相談支援及

び情報提供の在り方について検討するとともに、がん診断後の自

殺対策を推進するため、がん患者の自殺リスクやその背景等につ

いて実態把握を行い、必要な対応について検討するとしている。

【アピアランスケア】

・がんポータルサイト上でのアピアランス

ケアに関する情報発信

・アピアランスケア支援事業（アピアラン

スケアに係る用具の購入を支援）

【生殖機能の温存】

・治療費助成事業を通し、生殖機能の温存

を手厚く支援

・がん・生殖医療連携ネットワークの構築

【自殺対策】

・がん患者の自殺防止対策を東京都自殺総

合対策計画における取組事項に位置付け

（拠点病院における相談支援）

３　社会的な問

題への対応

（２）就労以外

の社会的な問題
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４　ライフス

テージに応じた

患者・家族支援

（１）小児・

AYA世代

①小児

※参考掲載

（AYA世代がん

ワーキンググ

ループにて検討

中）

小児がん保護者の離職率

・付き添いをしていた際の保護者の離職率

　「就職していたが離職した」21.2%

　（東京都小児がんに関する患者調査）

・小児がん患者の保護者の離職の背景は明

らかではないが、患者本人が一人で通院す

ることができないという小児がんの特徴に

加え、病院側から状況によって付き添いを

求められるケースも存在すると考えられ

る。

・小児がん患者の保護者

が付き添い等により離職

を強いられないようにす

る必要がある。

・小児がん患者の保護者が、子供

のがん治療中も就業を継続するこ

とができる。

小児がん保護者の離職

・望まない離職を少なくするように、

保護者の状況に応じ、相談支援セン

ターにおいて就労継続のための支援を

行う。

ー
・小児がん保護者の離職

率
ー

４　ライフス

テージに応じた

患者・家族支援

（１）小児・

AYA世代

②AYA世代

※参考掲載

（AYA世代がん

ワーキンググ

ループにて検討

中）

在宅療養

AYA世代のがん患者が在宅療養中において改善が必要なもの

「自身が介護を受けられる環境」24.1%

「在宅療養に必要な設備」24.1%

（東京都がんに関する患者家族調査）

在宅療養

AYA世代のがん患者は介護保険の対象とな

らないなど公的な支援制度がないため、在

宅での療養時に必要な経済的支援を受けら

れない。

在宅療養

AYA世代の患者の在宅療

養における実態やニーズ

等を把握し、患者及び家

族へ必要な支援を検討す

る必要がある。

在宅療養

AYA世代の患者が在宅療養におい

て必要な支援を受けることができ

る。

在宅療養

若年がん患者への在宅療養の支援につ

いて検討する。

国は、小児・ＡＹＡ世代のがん患

者の療養環境の課題等について実

態把握を行 い、診断時からの緩和

ケア提供体制や在宅療養環境等の

体制整備について、関係 省庁と連

携して検討する。

※現在収集している指標

では効果を測定できない
ー

病院内教育体制の充実

小児・AYA世代のがん患者が、状

況に応じて、治療中も病院内分教

室や病院内訪問教育を活用して学

習を継続し、進級・卒業をするこ

とができる。

病院内教育体制の充実

入院中に学習の遅れが生じないよう引

き続きタブレット端末を活用するな

ど、指導方法・内容を充実させてい

く。

また、病気療養中の高校生が遠隔教育

により単位認定を受けられる仕組みが

制度化されたことを踏まえ、単位認定

を含む入院中の学習機会の確保策を今

後検討していく。

高等学校における単位認定に係る課題

を確認しつつ、高等学校に対して、単

位として認められるよう働きかけを検

討する。

療養環境の充実

「こども誰でも通園制度」等、国の動

向を注視しつつ、実態を把握し、取組

を検討する。

国は、小児・ＡＹＡ世代のがん患

者の療養環境の課題等について実

態把握を行 い、診断時からの緩和

ケア提供体制や在宅療養環境等の

体制整備について、関係 省庁と連

携して検討する。

※現在収集している指標

では効果を測定できない

がん診断～治療開始前

に、病気や療養生活に

ついて相談できたと感

じる若年がん患者の割

合（患者体験調査）

４　ライフス

テージに応じた

患者・家族支援

（１）小児・

AYA世代

③小児・AYA世

代共通

※参考掲載

（AYA世代がん

ワーキンググ

ループにて検討

中）

病院内教育体制の充実

・病弱教育部門の設置（４校）

・病院内訪問教育機能の拠点化

・病院内訪問教育における病弱教育支援員

の派遣やタブレット端末による学習機会の

充実

・病院内分教室における分身ロボットの配

備・活用による学習支援

・在宅医療等を担う人材育成の推進

　＊成人：主にがん診療連携拠点病院が実施

　＊小児AYA：主に東京都小児・AYA世代がん診療連携協議会が

実施

・在宅療養に際しての患者情報共有の推進

　（多職種ポータル）

・在宅医療を提供可能な医療施設情報の公開

・在宅医療への参入の促進

・小児等在宅医療を担う人材の確保等に向けた研修を実施

・在宅療養についての都民向け普及啓発を図るためシンポジウム

等を実施

・地域の歯科診療機関における周術期口腔ケアに係る研修の実施

病院内教育体制の充実

・高校段階における単位認定の要件が厳し

いことが考えられる。

病院内教育体制の充実

小児・AYA世代のがん患

者が、病状により病院内

分教室や病院内訪問教育

により授業を受けた場

合、適切に単位認定され

る必要がある。
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【資料５】
「東京都がん対策推進計画（第三次改定）」骨子検討シート【がんとの共生】　※特記していない限りは高齢者及び小児・AYA世代を含めた全てのがんに共通の考え方

トピックス これまでの取組み 現状 背景分析 課題 目標 取組の方向性 国第４期計画（本文） 指標（中間アウトカム）
国第４期計画（指標）

（中間アウトカム）

４　ライフス

テージに応じた

患者・家族支援

（２）子育て世

代

ー

子育て世代において親ががんになった場合、子供を預けられる環

境の確保や、子供に対する伝え方や子供に対する心のケアが課題

となる。

この点、子供を預けられる環境については、保育認定、一時預か

り、子育て短期支援、ファミリーサポートセンター等の様々な制

度が存在しているほか、国においても「こども誰でも通園制度」

の実施に向けた検討が進められている。

一方、子供に対する伝え方について、国立がん研究センターの調

査によると、半数以上の患者が「子どもへの病気の説明の仕方に

支援が必要」と回答した。こうした子育て中のがん患者は、相談

できる機会が十分ではないと感じており、特に同世代のがん患者

との交流の意向を有している。

また、子どもに対する心のケアについては、ソーシャルワーカー

や心理士等によるサポート体制を提供している病院も存在する

が、詳しい状況は明らかではない。

ー

子育て中のがん患者の負

担及び不安を軽減すると

ともに、子どもに対して

も適切にケアを提供する

必要がある。

子育て中のがん患者が、自身及びそ

の子どもについてそれぞれ適切な支

援を受けながら、安心して治療・療

養に専念することができる。

・子どもを一時的に預けるための各種

支援に係る情報をがんポータルサイト

で発信

・子どもを持つがん患者の悩みや不安

の軽減のため、東京都は、そうした取

組に関する情報発信を行う。

・子どもに対するケアについては、都

内の拠点病院等における実態を把握

し、必要に応じて対応を検討する。

ー

４　ライフス

テージに応じた

患者・家族支援

（３）働く世代

※就労支援WGにて検討中 ※就労支援WGにて検討中 ※就労支援WGにて検討中
※就労支援WGにて検討

中
※就労支援WGにて検討中 ※就労支援WGにて検討中 ー

※就労支援WGにて検討

中
ー

※「３（１）治療と仕事の両立支援」に関することは「就労支援ワーキンググループ」にて、「４（１）小児・AYA世代の患者・家族支援」については「AYA世代がんワーキンググループ」にて、それぞれ骨子を検討いたします

高齢のがん患者が、適切な支援を受

けながら、臨んだ場所で過ごすこと

ができる。

◆拠点病院を中心とした地域における

支援体制整備の推進

◆高齢がん患者やその家族等の意思決

定に係る取組の支援

・国が作成している資材「高齢者のが

ん診療における意思決定の手引き」の

周知等

・地域の医療・介護関係者や病院ス

タッフ向けの研修等の開催により、

ACPに関する理解促進と対応力の向上

を図る

拠点病院等は、高齢のがん患者へ

の支援を充実させるため、地域の

医療機関やかかりつけ医、在宅療

養支援診療所、訪問看護事業所等

の医療・介護を担う機関、関係団

体、地方公共団体等と連携し、患

者やその家族等の療養生活を支え

るための体制を整備するととも

に、地域における課題について検

討する。

国は、高齢のがん経験者のＱＯＬ

の向上を目指し、高齢のがん患者

が抱える課題について実態把握を

行い、長期療養の中で生じる有害

事象などに対応できるよう、患者

の健康管理の方法、地域における

療養の在り方、再発・二次がん・

併存疾患のフォローアップ体制等

について検討する。

国は、高齢のがん患者の、人生の

最終段階における療養場所等の選

択に関する意思決定を支援するた

めの方策について検討する。

望んだ場所で過ごすこと

ができた患者の割合

（国立がん研究センター

による遺族調査　都道府

県別集計結果）

・医師・看護師・介護

職員など医療者同士の

連携は良かったと回答

した人の割合

・患者と医師間で最期

の療養場所に関する話

し合いがあったと回答

した人の割合

４　ライフス

テージに応じた

患者・家族支援

（４）高齢者

・地域がん診療連携拠点病院による、二次

保健医療圏内の関係者の連携に基づく在宅

を含めたがん診療連携体制の構築を支援

・ACP普及啓発小冊子の作成、医療・介護

関係者向け研修の実施

第４期がん対策推進基本計画においては、高齢のがん患者への支

援を充実させるため、拠点病院等が「地域の医療機関やかかりつ

け医、在宅療養支援診療所、訪問看護事業所等の医療・介護を担

う機関、関係団体、地方公共団体等と連携し、患者やその家族等

の療養生活を支えるための体制を整備するとともに、地域におけ

る課題について検討する」とされている。

ー

拠点病院等を中心とし

て、患者やその家族の療

養生活を支援する体制の

整備に取り組む必要があ

る。
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【資料５】

「東京都がん対策推進計画（第三次改定）」骨子検討シート【基盤の整備】　※特記していない限りは高齢者及び小児・AYA世代を含めた全てのがんに共通の考え方

トピックス これまでの取組み 現状 背景分析 課題 目標 取組の方向性 国第４期計画（本文） 指標（中間アウトカム）
国第４期計画（指標）

（中間アウトカム）

１（１）

全国がん登録

①質の向上・普

及啓発

【全国がん登録の質の向上】

・遡り調査（死亡情報によるがん登録届出

漏れの補足調査）及び住所異動確認調査

（患者の同一人物判定のための調査）を実

施

【医療機関や都民への普及啓発の実施】

・届出精度の向上等を目的として都内医療

機関を対象に、研修会や訪問指導を実施

・局ホームページ「とうきょう健康ステー

ション」を活用したがん登録情報に関する

各種情報の発信

・平成24（2012）年、都内のがんの状況を把握し、がん検診

や効果的な医療計画・予防対策の企画や評価に役立てるた

め、がん患者の情報を収集・登録する「地域がん登録」を開

始した。

・平成28（2016）年、全国がん登録制度の開始に伴い、以降

のデータは、全国がん登録に移行した。届出件数は、全国が

ん登録制度開始から令和2（2020）年まで増加基調であった

が、令和3（2021）年及び令和4（2022）年は令和2（2020）

年比で若干減少した。

・がん登録の質に関する精度指標である、MI比（一定期間に

おけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比）及びDCO（死

亡情報のみの症例の、全症例に対する割合 ）は、全国がん登

録制度開始以来改善傾向にあり、全国水準との差が縮まって

きている。

　2019年指標：MI比 0.34、DCO 2.4

・届出時に、届出票内のエラーチェック等が行われるオンラ

イン届出が全体の７割程度まで増加した。

・全国がん登録制度開始から7年が経過し、

医療機関において登録届出の必要性の認識

（全国がん登録では、病院からの届出は義

務）が浸透してきている。

・令和3年、4年の届出件数減少は、新型コ

ロナウイルス感染症流行による受診控え等

が考えられる。

・全国がん登録の質に関

する精度指標は改善して

いるが、今後のがん対策

への全国がん登録情報の

活用に向けて、更なる改

善の余地がある。

医療機関からの適正かつ確実な届出

により、全国がん登録の質の向上を

図る。

・都内医療機関を対象とした、研修会

や訪問指導を継続的に実施するととも

にオンラインシステム活用を促し、全

国がん登録の質の向上を図る。

・より多くの患者情報の収集に向け、

局ホームページ「とうきょう健康ス

テーション」を活用したがん登録情報

に関する各種情報の発信等により、医

療機関や都民に対して、全国がん登録

の意義や目的の周知などの理解促進に

向けた啓発を実施する。

（現状・課題）

平成28(2016)年より全国がん登録の届

出件数は増加してきており、精度指標

については、令和元(2019)年時点で、

MI比が0.38、DCOが1.92％であるな

ど、登録情報の内容が充実してきてい

る。

（取り組むべき施策）

国は、がん対策の充実に向けて、がん

登録情報の利活用を推進する観点か

ら、引き続き、質の高い情報収集に資

する精度管理に取り組む。

１（１）

全国がん登録

②利活用の推進

【がん登録の活用推進】

・全国がん登録情報の利用・外部提供を開

始

・都における全国がん登録の年次報告書

「東京都のがん登録」の発行

・区市町村ががん登録情報をがん検診の精

度管理に活用するために必要な情報を整理

・区市町村連絡会等におけるがん登録情報

の利活用の有用性やがん登録情報提供制度

の周知

・令和元（2019）年度にがん登録情報の提供を開始したが、

利用はまだ少ない。

　令和4（2022）年度利用申請件数：7件

・がん登録情報をがん検診の精度管理に活用するために必要

な情報を区市町村へ展開し、自治体担当者によるがん登録情

報の活用促進を計画している。

・令和5（2023）年度にはじめて過去5年分

の提供が可能となり、精検受診動向や正確

ながんの罹患率・生存率などの経年変化等

の分析も可能となることから、今後、情報

の利用価値が高まると考えられる。

・区市町村のがん登録情報そのものに対す

る理解やがん登録情報を用いた分析のノウ

ハウが乏しく、利活用につながっていない

ことが考えられる。

①がん登録情報の「活用予定あり」：4自治

体

②がん登録情報の「活用予定はないがいず

れ活用したい」：21自治体

③がん登録情報の「活用予定なし」：37自

治体

②③の理由として最も多かった回答は「手

続きや分析方法が不明」：16自治体

全国がん登録情報の利用

価値を訴求するととも

に、がん医療や自治体の

がん検診の精度管理向上

施策への活用を促進する

ことが重要。

全国がん登録情報を活用すること

で、都のがん対策をより効果的な内

容としていくとともに、区市町村に

おけるがん検診の精度管理向上を推

進し、区市町村が実施するがん検診

の質を向上させる。

・都及び都内区市町村のがん対策の企

画立案に全国がん登録情報を活用でき

るよう、継続的に年次報告書を発行す

るとともに、区市町村が情報をより利

用しやすくなる方策を検討する。

・国の検討状況を注視しつつ、区市町

村におけるがん検診精度管理向上に向

け、包括補助によるデータ活用のため

の環境整備を推進するとともに、がん

登録情報の利活用に必要なノウハウの

共有やがん登録情報利活用実例の紹介

等の技術的支援を行う。

（現状・課題）

がん登録情報の効果的な利活用につい

ては、がん登録情報を活用した市町村

におけるがん検診の感度・特異度の算

出に向けた検討や、現行制度の課題の

整理及び見直しに向けた議論を行って

いる。

（取り組むべき施策）

国は、がん登録情報の利活用の推進に

ついて、現行制度における課題を整理

し、がん登録推進法等の規定の整備を

含め、見直しに向けて検討する。利活

用の推進に当たっては、保健・医療分

野のデジタル化に関する他の取組とも

連携し、より有用な分析が可能となる

方策を検討する。

１（２）

院内がん登録

①質の向上

【院内がん登録の質の維持向上】

・院内がん登録実務者に対し研修会等を実

施

（東京都院内がん登録実務者研修会・がん

登録部会実務者連絡会・東京都院内がん登

録実務者勉強会・東京都がん登録アドバイ

ザー会議）

・院内がん登録情報を患者や医療機関、行政にとって価値あ

るものとするためには、精度の高い登録が必要。

・拠点病院によっては、院内がん登録の実施にあたり、院内

での連携に困難を生じているケースの存在が指摘されてい

る。

院内がん登録業務の特殊性

・引き続き、質の高い院

内がん登録を円滑に行う

必要がある。

・院内がん登録実務者の支援によ

り、質の高い院内がん登録が円滑に

実施される。

・院内がん登録実務者に対する研修会

等の開催による、がん登録実務者の能

力向上と好事例の共有

（記述なし）
※現在収集している指標

では効果を測定できない
ー

がん登録の利用件数 がん登録の利用件数
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【資料５】
「東京都がん対策推進計画（第三次改定）」骨子検討シート【基盤の整備】　※特記していない限りは高齢者及び小児・AYA世代を含めた全てのがんに共通の考え方

トピックス これまでの取組み 現状 背景分析 課題 目標 取組の方向性 国第４期計画（本文） 指標（中間アウトカム）
国第４期計画（指標）

（中間アウトカム）

１（２）

院内がん登録

②活用促進

【院内がん登録情報の活用促進】

・国拠点病院に加え、都拠点病院・協力病

院についても院内がん登録全国集計へ推薦

・都内の各拠点病院等の院内がん登録デー

タを集約、分析

・令和４（2022）年に行われた国拠点病院に係る整備指針改

定により、都道府県協議会の役割として、下記２点が追加。

①院内がん登録データの「公表」（それまでは分析・評価の

み）

②QIの積極的な利用など、都道府県全体のがん医療の質を向

上させるための具体的な計画の立案・実行（都道府県と連携

して実施）

ー

・院内がん登録情報の利

活用の推進に取り組む必

要がある。

・院内がん登録情報を比較可能な状

態で分かりやすく公表することによ

り、各施設による全国と比較した自

施設のがん診療状況の把握や、がん

患者による医療機関の選択を支援す

る。

・院内がん登録情報を用いた、都道

府県全体のがん医療の質を向上させ

るための具体的な計画を立案する。

・全国集計への推薦に加え、東京都が

ん診療連携協議会による、院内がん登

録情報の公表

・東京都がん診療連携協議会（評価・

改善部会）と連携した、都道府県全体

のがん医療の質を向上させるための計

画の検討

（記述なし）
※現在収集している指標

では効果を測定できない
ー

４　患者・市民

参画

・東京都がん対策推進協議会への患者団

体・患者支援団体の参画

・東京都がん診療連携協議会等選考委員会

への患者委員の参画

・東京都がん診療連携協議会への患者委員

の参画

国の第４期基本計画において、性別、世代、がん種等を考慮

した、多様ながん患者等のがん対策推進協議会及び都道府県

協議会等への参画の推進が求められている。

ー

・引き続き、各種会議や

施策検討において、多様

ながん患者等の参画の機

会を確保する。

患者団体等の関係団体やがん患者を

含めた都民と協力し、がん対策を推

進する。

引き続き、各種会議や施策検討におい

て、多様ながん患者・市民の参画の機

会を確保

国及び都道府県は、国民本位のがん対

策を推進するため、基本計画及び「都

道府県がん対策推進計画」（以下「都

道府県計画」という。）の策定過程に

ついて、性別、世代、がん種等を考慮

し、多様ながん患者等のがん対策推進

協議会及び都道府県協議会等への参画

を推進する。

また、諸外国の公募制、代表制等の事

例も踏まえつつ、患者・市民参画の更

なる推進に向けた仕組みを検討する。

※現在収集している指標

では効果を測定できない

がん対策を進めるために

は国民の協力が広く必要

であると考える人の割合

（世論調査（仮））

※「３　正しい理解の推進」に関することは「予防・早期発見・教育ワーキンググループ」や「就労支援ワーキンググループ」にて骨子を検討いたします

２　がん研究

【東京都医学総合研究所】

第３期プロジェクト研究（2015年-2019

年）

第４期プロジェクト研究（2020年-2024

年）

【東京都健康長寿医療センター】

高齢者のがんに関する病態解明等

（プレス発表）

・「ホルモン療法が効かない前立腺がん・

乳がんへの新しい治療薬候補の発見」

・「病期特異的な""相分離""を介した新しい

遺伝子情報を制御する仕組み」

・「ホルモン療法が効きにくい乳がんの原

因を発見」

等

国においては、「がん研究10か年戦略」（2014-2023）の計

画期間が終了することから、がん研究の更なる充実に向け、

戦略の見直しが行われている。

ー

・引き続き、早期診断や

治療薬につながる研究を

更に推進する必要がある

・がん研究を着実に推進する

・東京都医学総合研究所及び東京都健

康長寿医療センターにおいて、引き続

き、がん研究を推進する

国は、「がん研究10か年戦略」の中間

評価報告書や本基本計画を踏まえ、が

ん研究の更なる充実に向け、戦略の見

直しを行う。また、関係省庁が協力

し、多様な分野を融合させた先端的な

研究を推進することにより、治療法の

多様化に向けた取組をより一層推進す

る。

ＡＭＥＤは、基礎的な研究から実用化

に向けた研究までを一体的に推進する

ため、有望な基礎研究の成果の厳選及

び医薬品・医療機器の開発と企業導出

を速やかに行うための取組を引き続き

推進す。

国は、「全ゲノム解析等実行計画

2022」を着実に進め、ゲノム情報等に

より、患者等に不利益が生じないよう

留意しつつ、新たな予防・早期発見法

等の開発を含めた患者還元や、がんや

難病に係る研究・創薬への利活用等を

推進する。

国は、がん対策の一層の推進に向け

て、本基本計画における各分野の政策

課題の解決に資する研究を推進する。

また、格差の解消に向け、医療の質の

向上及び均てん化の推進等の観点か

ら、まずは各分野の取組の地域間、医

※現在収集している指標

では効果を測定できない

（AMEDにおけるがんに

関する）

研究成果を活用した臨床

試験・治験への移行数

薬事承認件数（新規・適

応拡大）（医療機器含

む）

シーズの企業への導出件

数
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